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資料２ 
 
２．漫湖のゾーニングに向けた考え方と、保全事業後の体制について 
１）漫湖のゾーニングに向けた考え方 
これまでの保全事業においては、とよみ大橋の南側を中心とする国指定漫湖鳥獣保護区特別保護地

区の中央部を対象とした事業を進めてきた。 
次年度以降においても、これまでの保全事業検討の経緯を踏まえた活動を期待するためには、漫湖

鳥獣保護区のどの部分が、どのような考え方で保護・管理、あるいは利用されるのかといった点を明

示しておく必要がある。 
これまでの検討の中で、マングローブを除去する場所と残す場所の考え方について既に整理し、昨

年度は満潮時の休場に関する条件を整理した。これらの知見と、流れのシミュレーション結果に基づ

く土砂堆積傾向を踏まえたゾーニングが必要と考える。 
 
【平成 22年度第 2回委員会 資料 3 保全事業計画 より抜粋】 
（ウ）マングローブの取扱いについて 
ア）漫湖におけるマングローブの問題 

• 漫湖におけるマングローブは土砂堆積の指標生物であり、干潟の陸地化を促進させるこ

と、林冠が閉鎖するまで生長したマングローブ内はアカアシシギ、チュウシャクシギ、タ

シギ、コサギ等サギ類の限られた水鳥しか利用できないことが問題となる。これらのマン

グローブは人間が植えた経緯があり、人間の手による管理が必要である。 

イ）疎生マングローブ林の除去 

• 前述のとおり、土砂堆積後に進入してくるマングローブによって干潟の陸地化が促進さ

れ、底質が液体状から可塑状に変化してしまうと、マングローブを除去しただけではもと

の干潟に戻らないことが、これまでの試験伐採区における観察結果から想定される。そこ

で、底質が液体状を保っており、採餌環境として利用されている疎生マングローブ林（実

生のみのエリアも含む）はこれ以上の陸地化の進行を抑制するため優先的に除去する。 

ウ）将来の浚渫を期待する密生マングローブ林の除去 

• マングローブが急速に分布域を拡げた理由として急速な土砂堆積の進行があるが、その拡

大の様子を空中写真で観察すると、マングローブ林の後背地に水の流れが緩やかな空間が

生じて、そこを中心に分布が拡大していることがうかがわれる。 

• 将来的にもマングローブ林として維持するエリアをこのような緩流部が生じないような

形状に整えて、その周囲を浚渫することで、マングローブ林の分布を水位でコントロール

するとともに、水の流れを良くするとともに治水上必要となる浚渫の頻度を低減すること

にも効果があると考えられる。そこで、その形状をシミュレーションによって検討し、将

来浚渫が行われることを想定して密生マングローブ林の除去を行う。 

エ）満潮時の休息場所を創出するために行う、浚渫を伴わない密生マングローブ林の除去 

• 液体状の底質から可塑状の底質に変化する標高の微変化点を中心に、陸地化の進んだ高標

高域はシギ・チドリ類の満潮時における休息場所として機能していることがモニタリング

フィールドでの観察結果からうかがわれる。そこで、このように陸地化が進行した密生マ

ングローブ林は伐採することで、満潮時の休息場所を創出できると考えられる。 
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• 伐採場所は、水鳥にとっての撹乱要因と視覚的な障害からの離隔を確保できる場所から選

定する。 

オ）伐採を行わない密生マングローブ林は人間の活動との緩衝帯としつつ、冠水頻度を高めて採

餌環境としての機能も強化 

• 水鳥湿地センター周辺のように人間の立ち入り頻度が高いことが想定されるエリアに対

する緩衝帯として、密生マングローブ林を残置する。 

• 陸地化が進行した密生マングローブ林であっても、冠水頻度が比較的高い澪筋の周辺は液

体状の底質を保っており、一部の水鳥は採餌環境として利用ができる。そこで、饒波川か

らマングローブ林内への澪筋導入部を中心に浚渫を行って、干潮時における澪筋の瀬切れ

を低減する。 

【平成 22年度第2回委員会 資料 2 とよみ大橋を考慮した流れと洪水時の土砂堆積のシミュレーシ
ョン より抜粋】 

ケーススタディから得られた満潮時の休み場創出における一般原則（抜粋） 
１．渡り性水鳥は採餌エリアから 2km 以内に、大潮の満潮時にも利用できるような撹乱を受けない

休み場所を必要とする。したがって、餌場が連続して分布している場合、休み場所は 4km おき

に確保されている必要がある。 
２．ほとんどの種にとって、休み場所は前浜もしくはそれに隣接する開放空間である必要がある。水

平もしくは緩やかな勾配（最大 1:10、理想的には 1:50 以下）の無植生で平坦な浜から浅瀬まで
を含み、休み場の縁から視覚的な障害までの間に適度な緩衝帯（障害の高さに対する障害物まで

の距離が最低でも 1:15、理想的には 1:25）が確保され、撹乱要因からも安全な緩衝帯が確保され
ていること。 

３．撹乱要因からの緩衝帯は、弱度の要因からは最低 50mできれば 75m以上、強度の要因からは最
低 100mできれば 150m以上の幅を確保すること。 
強度の要因の例：最低でも 100mできれば 150m以上の緩衝帯が必要 
・４ノット以上の速度で走る騒音を出すボート（採餌場所や休み場所の近くを通過する場合は曳

き波も含む）） 
・行動的な人間（水泳、ランニング、遊び、速歩、釣り餌探しなど） 
・ヘリコプター、ジェットスキーの他、車やオートバイなどの騒音を出す機械 
弱度の要因の例：最低でも 50mできれば 75m以上の緩衝帯が必要 
・４ノット未満の速度で走るボート（漂流、停泊しているものを含む） 
・開けた場所で運転される芝刈り機、草刈り機 
・非行動的な人間：釣り、散歩、作業 
・犬：鳥を追い回して主要な撹乱要因にはなるが、必要な緩衝帯のレベルは弱度のカテゴリに入

る 
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２）保全事業後の体制 
鳥獣保護区保全事業においては、鳥獣保護区の保護に関する指針の策定や保全事業の実施計画策定

は、関係機関と協議を図るとともに、関係者によって構成される組織の意見等を踏まえて策定するこ

ととなっている。 

この関係者によって構成される組織とは、自然再生推進法第８条に基づく自然再生協議会など、専

門家、関係行政機関、自然保護団体等の地域の関係者との合意形成が可能となるような形態をとるも

のとするとあり、国指定漫湖鳥獣保護区保全事業においては検討委員会がこの役割を果たしてきたと

ころである。 

保全事業後の取り組みが、昨年度委員会で紹介させていただいた、「地域における多様な主体の連携

による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（生物多様性保全活動促進法あるいは

里地里山法）」の枠組みで行われる場合でも、自然再生推進法の枠組みで行われる場合でも、このよう

な協議会組織は必要と考える。 
 
現在、漫湖においては、漫湖自然環境保全連絡協議会と国場川水系環境保全推進協議会という２つ

の協議会が深い関わりを有しているが、どちらかを発展させて、協議会組織を形成するのが良いのか、

さらに上部組織的な位置づけで別の協議会を設立するのが良いのか、まずは率直なご意見を伺いたい。 
 

 

地域連携保全活動の促進の枠組み（平成 22年度第 2回委員会資料抜粋） 
 

国
・
都
道
府
県

関
係
行
政
機
関

学
識
経
験
者

計画の協議・同意
・各法律の規制の特例

・国等による援助 

民
間
の
団
体
等

市
町
村 

・
計
画
の
作
成
に
関
す
る
協
議 

・
活
動
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整

協
議
会 

関
係
住
民

支
援
セ
ン
タ
ー 

活
動
実
施
者

市
町
村

（各法律の特例に係るもののみ）

地域連携保全活

動計画に基づく

活動の実施 

計画の案

地域連携保全 
活動計画の作成

提
案 応

答 

意見 
反映 


